
本所消防署からのお知らせ

注意！
あなたの近くに
忍び寄る…

不適切な訪問販売
     に注意！！

今なら
お買い得ですよ～ 無料で

点検しますよ～

消火器 住宅用火災警報器

お問合せ先：本所消防署　地域防災担当　０３－３６２２－０１１９

①消防職員が住宅用防災機器（住宅用火災警報器、消火器など）の販売や
　特定の業者に 販売を依頼することはありません！
②住宅用防災機器はホームセンターなどで購入できます！
③少しでも不安に感じたら、購入前に消防署や消費者センターに相談！
④購入した際は業者と連絡が取れるよう納品書などを保管！
⑤契約後もクーリングオフで契約解除できる場合もあるので
　消費者センターへ相談を！

～被害防止のため、次の事項に注意しましょう！～

ウッヒッヒ〜ん？怪しい。と思ったら！
まずは消防署に相談してください！！


